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人間文化研究機構人間文化研究創発センター研究員 

（人文知コミュニケーター・総合地球環境学研究所）募集要領 
 

令和８年２月２日 

大学共同利用機関法人人間文化研究機構 

 

 

大学共同利用機関法人人間文化研究機構（以下「機構」という。）は、６つの大学共同利用機関と人

間文化研究創発センターを設置し、人間の文化活動並びに人間と社会及び自然との関係に関する研究

を推進しています。 

人間文化研究創発センターでは、研究者を人文知コミュニケーターとして採用し、機構を構成する

各大学共同利用機関に配置しています。人文知コミュニケーターとは、研究を遂行するのみならず、

社会における人間文化研究の理解促進やプレゼンス向上の重要性を認識し、社会とコミュニケーショ

ンができる研究者のことです。 

このたび、機構が設置する大学共同利用機関の一つである総合地球環境学研究所に配置され、人文

知コミュニケーターとして学術資源情報の発信、広報、社会連携活動等を担当する特任研究員（特任

助教）を以下の要領により募集します。 

 

 

○職  名  人間文化研究創発センター研究員（特任助教・人文知コミュニケーター） 

※当機構の特定有期雇用職員規程に定める常勤の任期制の職員です。 

 

○採用人員  １名 

 

○就業場所  総合地球環境学研究所 

〒603-8047 京都府京都市北区上賀茂本山 457番地 4 

※ 変更の範囲：なし 

 

○契約期間  令和８年７月 1日～令和 11年６月 30日（３年間） 

       ※ 試用期間：なし 

 

○職務内容  人間文化研究創発センター長の管轄のもと、総合地球環境学研究所基盤研究部におい

て、以下の職務を担当する。 

① 総合地球環境学研究所が研究所の事業として推進する研究・成果発信・社会連携活動に

従事する。 

② 自身の専門性を活かしつつ、総合地球環境学に関連する研究・成果発信・社会連携活動

に従事する。 

③ 人間文化研究創発センターが機構の事業として実施する総合的な広報・情報発信等の活

動において、機構各機関に配置された人文知コミュニケーターと連携しつつ、分野・機

関を横断するような情報発信・広報・社会還元事業を推進する。 

※ なお、年間の全業務時間に対する理想的なエフォートの配分比率は、職務内容①、②、

③それぞれおおよそ１／３ずつとする。 

※ 変更の範囲：なし 

 

○応募資格  令和８年７月１日現在、次のいずれかに該当する者。 

① 博士の学位を取得している者 
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② 博士の学位を取得する見込みの者 

③ 人文学又は社会科学の分野にあっては、採用日前日までに、大学院博士課程に標準修業

年限以上在学し、所定の単位を修得の上退学した者で、博士の学位を取得した者に相当

する能力を有すると認められる者 

④ 大学共同利用機関又は大学において、助教・助手又はこれに準ずる職員としての経歴が

あり、研究上の能力があると認められる者 

⑤ 配置される研究機関の専攻分野に関して、優れた知識及び経験を有し、専攻分野の研究

者となる資質、能力があると認められる者 

 

○採用条件 

① 社会とのコミュニケーションによって人間文化研究の成果を発信・活用することおよび

そのスキルを向上させることに強い意欲を有する者 

② 人間文化研究分野での研究実績および地球環境学への関心を有する者。プロジェクト型

共同研究、フィールドワーク、社会とのコミュニケーション、アウトリーチのうちいず

れかの経験を有し、職務内容①に関する取組を自主的に企画運営しうる資質を備えてい

ることが望ましい。 

③ 機構内の他の大学共同利用機関に配属される人文知コミュニケーターと協働し、職務内

容③に関する取組に積極的に従事する意欲を有する者 

 

※ 応募者の国籍は問わない。ただし、日本語を母語としない場合、業務に支障がない日本語

能力を有すること。日本国籍を有していない場合は、採用予定日までに日本国内における

当機構で就労するために必要な在留資格を取得すること。採用予定日までに取得できない

場合は、採用内定を取り消す場合がある。 

 

○勤務態様 

・裁量労働制適用 専門業務型裁量労働制により、１日７時間 45分勤務したものとみなす。 

・休 日 土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律に定める休日、 

12月 29日～１月３日、その他機構が指定した日。 

・休 暇 機構の規程に基づき年次有給休暇等有り。 

※総合地球環境学研究所では喫煙場所に指定された場所を除き、喫煙を禁止するなど、受動喫煙の

防止を図っています。 

 ※その他、勤務態様に関する事項については、人間文化研究機構職員の勤務時間及び休暇等に関 

する規程による。 

 

○給与等： 

・給与は、基本年俸 600万円とし、基本年俸の 12分の１の額を基本給として毎月支給する。 

・基本年俸のほか、支給する手当等は、超過勤務手当、休日給及び夜勤手当とする（いずれも職務

命令に基づき、勤務した場合に限る。） 

・給与等の詳細については特定有期雇用職員規程第６条による。

（ https://www.nihu.jp/files/regulation/kh-13.pdf ） 

 

○保険等： 文部科学省共済組合（短期、長期（年金））、雇用保険に加入。労災保険適用。 

※被保険者負担の掛金、保険料を毎月給与から控除する。 

 

○応募書類 

①申請書 

・応募鑑文（様式１） 
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・履歴書（写真貼付）（様式２） 

・職務経歴書 ※様式自由 

・応募の動機（様式３） 

・人文知コミュニケーターとしての抱負（様式４） 

・大学等における教育研究に関わる経験（様式５） 

・研究実績概要（様式６） 

・研究業績一覧表（様式７）※様式自由 

※職務経歴書及び研究業績一覧表を除き、必ず指定された書式を使用してください。また、（様式

３）から（様式６）については、それぞれ１枚にまとめて記入してください。 

②主たる研究業績【１点】 

〔注〕提出する研究業績については、様式７「研究業績一覧表」の該当箇所に下線を記入すること。 

 

※個人情報の取り扱い 

・「①申請書」は、返却できませんのでご了承ください。 

・応募書類は選考目的以外には一切使用せず、選考業務終了後、機構が責任を持って処分します。 

・ただし、採用された方の個人情報は、採用後の雇用管理のために利用いたします。 

 

○応募方法 

応募書類全てについて、郵便または E-mailで、次の応募先に送付してください。 

※ 応募書類受理後、その記載事項を変更又は補充することは認められません。 

 

〒105-0001 東京都港区虎ノ門 4-3-13 ヒューリック神谷町ビル 2階 

大学共同利用機関法人 人間文化研究機構本部事務局研究企画課 

E-mail：kenkyu@nihu.jp 

担 当：野田、加藤（Tel 03-6402-9236,9230） 

 

【郵便の場合】 

・応募書類は、様式番号ごとに両面印刷で作成してください。 

・応募書類「②主たる研究業績」は、原本または写しを１部提出してください。 

冊子でないものについては、左上欄をクリップで留めてください。 

・封筒に「人間文化研究創発センター研究員（人文知コミュニケーター・総合地球環境学研究所）

応募書類在中」と朱書きのうえ、配達が確認できる方法（簡易書留等）で送付してください。 

※ 研究業績は、できるだけ写しを提出してください。研究業績の返却を希望する場合は、返却用

の封筒類（切手等貼付すること）を同封してください。 

 

【E-mailの場合】 

・応募書類は、「①申請書」及び「②主たる研究業績」をそれぞれ PDF ファイルで保存し、メール添

付にて送付してください。ファイルサイズが大きくメールが送信できない場合は、アップローダ

ー等を利用して送付してください。 

・メールの件名は「【氏名】人間文化研究創発センター研究員（人文知コミュニケーター・総合地球

環境学研究所）応募」 としてください。  

・応募書類の受理後、３～４日（土日祝除く）以内に受領確認メールを返信します。返信がない場

合は、必ず応募先へ確認してください。 

 

○応募締切：令和８年３月 19日（木）13:00（日本時間）必着 
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○選考方法及び選考結果の通知 

・選考方法： 

第１次選考： 書類選考 

第２次選考： 面接選考（第１次選考合格者を対象） 

日時：令和８年４月中旬～５月上旬頃  

実施方法：オンライン（zoom等、機構が指定する方法による） 

          ※ 面接のための旅費、その他オンラインに係る諸雑費は支給しません。 

 ・選考結果の通知 

第１次選考の結果は令和８年４月上旬頃、第２次選考の結果は令和８年５月下旬頃に本人に通

知します。 

 

○応募先及び問い合わせ先 

〒105-0001 東京都港区虎ノ門 4-3-13 ヒューリック神谷町ビル 2階 

大学共同利用機関法人 人間文化研究機構本部事務局研究企画課 

E-mail：kenkyu@nihu.jp 

担 当：野田、加藤（Tel 03-6402-9236,9230） 

＊お問い合わせ時間：10:00～17:00（土・日・祝日を除く） 

＊選考の経過と結果に関するお問い合わせにはお答えできません。 

 

○その他 

・人間文化研究機構の概要については、https://www.nihu.jpをご参照願います。 

・応募書類に虚偽があった場合及び人間文化研究創発センター研究員としてふさわしくないと判断

される行為があった場合は、採用決定後であっても採用を取り消すことがあります。 


